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第１章　職員の任用等の状況

１　任用の状況

(1)　採用者数

令和６年度に新たに採用された職員の状況は、次のとおりです。

計 男 女

68 34 34

10 8 2

7 0 7

2 0 2

1 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 9 1

14 13 1

0 0 0

112 65 47

　608人

(2)　退職者数

令和６年度に退職した職員の状況は、次のとおりです。

定年退職
60歳到達
年度末以
降の退職

勧奨退職
自己都合
退職

その他 合計

29 21 21 26 3 100

医師

区　　分

事務職

技術職

保育士

保健師

技能労務職

獣医師

理学療法士

作業療法士

歯科衛生士

主任介護支援専門員

看護師（助産師含む）

診療放射線技師

薬剤師

栄養士

臨床工学技士

発掘調査員

令和６年度退職者数

※　退職者数は、一般職に属する職員。臨時的任用職員、短時間勤務職員、再任用職員、非常勤職員、
　割愛採用職員、研修職員、会計年度任用職員、上下水道局職員を除いています。

消防職

教員

計

※　採用者数は、一般職に属する職員。臨時的任用職員、短時間勤務職員、再任用職員、非常勤職員、
　割愛採用職員、研修職員、会計年度任用職員を除いています。

会計年度任用職員（フルタイム）の職員数（令和６年４月１日現在）

1



１　総括

(1)　人件費の状況（普通会計決算）

令和６年度普通会計決算における人件費の状況は、次のとおりです。

(2)　職員給与費の状況（普通会計決算）

令和６年度普通会計決算の状況は、次のとおりです。

（注）１　職員手当には、退職手当を含みません。

　　　２　会計年度任用職員以外の職員数は、「地方公務員給与実態調査」による令和６年４月１日現在の人数で、

　　　　定数外職員計123人を含み、教育長及び県等からの派遣職員計10人を除いています。

(3)　ラスパイレス指数の状況

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

　　　　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）

　　　　適用職員の俸給月額を100として計算した指数のことです。

　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス

　　　　指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、

　　　　地域手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数のことです（補正前のラスパイレス指数×

　　　　（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給割合）により算出）。

　　　３　類似団体平均とは、人口規模及び産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均した

　　　　ものです。

　　　４　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した

　　　　日後の最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される

　　　　職員を除いています。

　　　※　令和７年４月１日のラスパイレス指数が、①３年連続で上昇している場合、②100を超えている場合

　　　　について、その理由を記載すること（給与制度又はその運用を踏まえ記載すること）。

①～②については非該当

532,334千円

16.7％

給　　料

4,017,908千円

職員手当

544,454千円 26,975,491千円

給　　　　与　　　　費

　　　計　　Ｂ期末・勤勉手当

15.7％

149,456千円

Ｂ

2,219,352千円

Ａ

312,228人

1,942,628千円

実 質 収 支

区　分

会計年度
任用職員
以外

会計年度
任用職員

730人

2,475人 9,844,383千円

1,537,562千円 3,040千円

Ｂ／Ａ

15,804,919千円

人　件　費 （参考）

令和５年度の人件費率

歳 出 総 額

Ａ

161,695,845千円

人 件 費 率

6,385千円 6,359千円

（参考）類似
団体平均一人
当たり給与費

（参考）一人
当たり給与費

Ｂ／Ａ

（令和７年１月１日）

職　員　数

第２章　職員の給与・定員管理等の状況

住民基本台帳人口

R4.4.1

98.8 

R4.4.1

99.5 
R4.4.1

98.7 

R5.4.1

98.9 

R5.4.1

99.4 
R5.4.1

98.6 

R6.4.1

99.1 

R6.4.1

99.4 
R6.4.1

98.6 

R7.4.1

99.1 

R7.4.1

99.4 
R7.4.1

98.7 

90.0

95.0

100.0

105.0

高知市 類似団体平均 全国市平均

(99.1)(98.8) (98.9) (99.1)
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(4)　社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

①給料表の見直し

[実施]

実施内容（実施（実施予定）時期、具体的な実施内容（未実施の場合には、その理由））

（給料表の改定実施時期）令和７年４月１日

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の号級をカット

　　　　し、これらの級の初号の給料月額の引上げを行うとともに、８級に隣接する級間での給料月額の重なりの

　　　　解消等を実施。

②その他の見直し内容

扶養手当、通勤手当、単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施しました。（令和７年４月１日実施）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況（会計年度任用職員除く。）

(1)　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

①　一般行政職

②　技能労務職

高知市 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

高知市

※　民間との比較については、総務省通知に基づくものであり、賃金構造基本統計調査（厚生労働省）において

　公表されているデータを使用しています（令和４～令和６年の３か年平均）。

※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致し

　ているものではありません。

※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、

　公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加え

　た試算値として総務省から情報提供を受けた数値です。

千 円

千 円

千 円

年収ベース（試算値）の比較

－

円 －円

円

－

3,558

－

民　間

－

Ｃ／Ｄ

千 円

1.44

－

251,000

－

－ －

－

－－

－

48.０歳

45.１歳

他に分類されない
運搬・清掃・包装等従事者

円

円285,684

49.０歳361,946

265,348

337,907

317,371 飲食物調理従事者

（Ａ）

381,452

－

廃棄物処理業従業員334,648

の類似職種

円

円

対応する民間

－

－

－

（Ｂ）

1.24

参考

1.04

270,300

Ａ／Ｂ
平均給与月額

－

－

（国ベース）

334,401

平均給与月額

円

354,857円

千 円

平均給料月額

304,579

259,402

377,585

公務員

300,290

327,146

平均給与月額区　　分

民間

320,600

－

平均年齢

323,727175人 

294,56751.３歳

42．３歳

職員数

417,367

335,104

高知市

288,516

円

円

41．４歳

平均年齢

平均年齢

308,882

円

円

円

41．７歳

33人 

397,821

287,63945.４歳

15人 60.１歳

1,703人 

うち用務員

41.３歳

43.５歳

うち学校給食員 41人 

国

201人 

41. ９歳

49.５歳

332,237

類似団体平均

（Ｃ）

区　　分

50.９歳

うち清掃職員

（Ｄ）

高知県

区　　分

国

282,417

318,628高知県

331,473

平均給料月額

公務員

千 円4,458

－

5,693

円

1.20

うち用務員

5,530

（国ベース）
平均給与月額

3,396

参考

87人 

類似団体平均

329,012

1.68

1.55うち学校給食員

414,480

千 円

円

円

円

うち清掃職員 千 円

339,495383,990

円

円

円

355,002

5,341

平均給与月額

3



③　高等学校教育職

（注）１　「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当

　　　　等の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもので

　　　　す。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務

　　　　手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

(2)　職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

円

円

(3)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1)　一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

（注）１　区分は、高知市の給与条例に基づく行政職給料表の級です。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　　　３　職員数は「地方公務員給与実態調査」による行政職給料表適用の一般行政職員です。

区　　　分

円185,700

251,100

188,000

主査・技査等

技能労務職

423,593

高知県

円

46．３歳

428,660

円

45．８歳

円

円

円455,377

225,200

高　知　県

円

－

円

区　　分

一般行政職

大 学 卒

高　知　市

389,158

円

円181,600

220,000

円

－

（国ベース）

円

平均給与月額

総合職 230,000 

15.8％

国

188,000

242,400

大 学 卒

区　　　分

職　員　数 構　成　比

367,385

227人

平均給与月額

円

円

376,039

円

円46．５歳高知市

14.1％204人

189,700

－

経験年数１５年

314,300

一般職 220,000 

15.7％

288,550

区　　分

高 校 卒

281,054

高等学校教育職

一般行政職

高 校 卒

高等学校教育職 336,128

技能労務職

246,300

13.8％

2.1％

6.9％99人

４級

228人

318,252

１級

標 準 的 な 職 務 内 容

主事・技師等

30.4％

200人

17人

263,471

256,400

226,260

439人

６級

７級 副部長・参事等

主幹・課長補佐等

課長・副参事等

31人

1.2％

類似団体平均

経験年数１０年

２級

部長・理事等８級

平均年齢 平均給料月額

５級

係長・主任等

３級

－　

円

円

経験年数２０年

円

円

387,300

397,696

185,700

365,768

主査補・技査補等

１級

15.7%

１級

15.5%
１級

13.8%

２級

14.1%

２級

13.8%
２級

12.2%

３級

15.8%
３級

15.4% ３級

15.0%

４級

30.4%
４級

30.9%
４級

35.0%

５級

13.8%

５級

14.5%

５級

14.5%

６級 6.9% ６級 6.8% ６級 6.3%７級 2.1% ７級 2.1% ７級 1.9%

８級 1.2% ８級 1.0% ８級 1.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和７年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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(2)　国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在）

(3)　昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）

４　職員の手当の状況（会計年度任用職員除く。）

(1)　期末手当・勤勉手当

・ ・ ・

・ ・

（注）　（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

1.25月分６月期

（加算措置の状況）

0.925月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（加算措置の状況）

○

昇給可能な
区分

管理職員

　　標準の区分のみ（一律）

　　標準、下位の区分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

勤勉手当

　活用予定時期

令和７年度中における運用

（令和６年度支給割合）

昇給実績が
ある区分

　活用している昇給区分

期末手当

○

（令和６年度支給割合）

勤勉手当 期末手当

役職加算　　５％～20％

12月期

(0.975月分)

1.025月分

昇給実績が
ある区分

一般職員

○

昇給可能な
区分

高　　知　　市

６月期

2.10月分

1.225月分

役職加算　　５％～20％

　　上位、標準の区分

役職加算　　５％～20％

高　　知　　県

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.50月分

(0.675月分)

（加算措置の状況）

(1.40月分)

イ　人事評価を活用している

○

６月期

(1.350月分)

管理職加算　10％～20％

ロ　人事評価を活用していない

(0.7125月分)

国

期末手当

1.225月分

○

（令和６年度支給割合）

○

12月期 1.25月分

(1.40月分)

(0.6875月分) (0.4875月分)

(1.00月分)

(0.7125月分)

計

管理職加算　10％～25％

(0.5125月分)

計 2.50月分

1.025月分

1.075月分

(0.4875月分)(0.6875月分)

1.275月分

(1.00月分)

1.275月分12月期

勤勉手当

1.025月分

1.075月分

(0.462月分)

　　上位、標準、下位の区分

(0.675月分) (0.513月分)

計 2.50月分 2.10月分

(0.5125月分)

1.95月分

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国10級 高知市（R7）

国家公務員（R7）

（百円）

給

料

月

額

昇 給

国９級

国８級

国７級

国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級
市１級

市３級

市２級

市５級

市４級

市６級

市７級

市８級
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○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）

(2)　退職手当（令和７年４月１日現在）

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

（２％～20％加算） （２％～45％加算）

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した全職員に支給された平均額であり、

　　　　「自己都合」には死亡等に伴うものを含みます。

　　　２　「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく

　　　　退職した場合を含みます。

(3)　地域手当（令和７年４月１日現在）

％ 人 ％

○

47.709月分

勤続２５年

20.0

勤続２５年

　　標準の成績率のみ（一律）

33.27075月分

東京都特別区

4,072 千円

7

2,472千円

 国の制度（支給割合）支給対象職員数

勤続３５年

19,737千円

47.709月分

83.7/100 調整率　 83.7/100

47.709月分

47.709月分

最高限度最高限度

支給実績（R6年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（R6年度決算）

調整率　

その他の加算措置

支　 給 　割　 合

支給可能な
成績率

○

19.6695月分

　活用している成績率

　活用予定時期

勧奨・定年

ロ　人事評価を活用していない

高　　知　　市

令和７年度中における運用

支給実績が
ある成績率

管理職員

○

自己都合

　　上位、標準の成績率

　　標準、下位の成績率

（支給率）

20.0

支給対象地域

（令和６年度）

１人当たり平均支給額

39.7575月分

28.0395月分

　　上位、標準、下位の成績率

24.586875月分

勤続３５年

○

（支給率）

○

33.27075月分28.0395月分

勤続２０年

その他の加算措置

勤続２０年

円

国

24.586875月分19.6695月分

581,760

支給可能な
成績率

47.709月分

支給実績が
ある成績率

39.7575月分

イ　人事評価を活用している

一般職員

47.709月分

○

応募認定・定年自己都合

6



(4)　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

　納税義務者等と直接面接して行う市税の徴収事務に従事し

た職員

　用地取得等に係る交渉又は用地取得等により生ずる損失の

補償の交渉の業務に従事した職員

(1) 　感染症の防疫作業に従事した職員又は治療に従事した

獣医師

(2) 　保健所に勤務する職員で下記の業務に従事した職員

(ｱ) 狂犬病予防法に規定する犬の処分等の業務に従事し

た職員

(ｲ) 動物の愛護及び管理に関する法律に規定する犬若し

くは猫の引取り又は負傷動物の収容等の業務に従事

した職員

(ｳ) 結核等疾病の患家への訪問指導に従事した職員

(ｴ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第

１項若しくは第２項の規定による診察のための移送、

同条第３項の規定による立会い、同法第29条の２の

２第１項の規定による移送又は同法第34条第１項か

ら第３項までの規定による移送に従事した職員

(3) 　保健所に勤務する職員で下記の業務に従事した職員

(ｱ) と畜検査の業務に従事した獣医師

(ｲ) 食鳥検査の業務に従事した獣医師

　正規の勤務時間内の業務の全部又は一部が午後10時から翌

日の午前５時までの間において行われる業務に従事した職員

　社会調査等のため直接面接等をする業務に従事した職員

(1) 　アニマルランドに勤務する職員で動物の飼育に従事し

た職員

(2) 　検査等に従事した職員のうち、毒物及び劇物取扱法に

規定する毒物、劇物を使用した職員

(1) 　じんかいの収集作業に従事した職員

(2) 　上記以外の清掃作業に従事した職員

(3) 　清掃工場等の各種機器の保全作業に直接従事した職員

(4) 　雨水桝掃除作業に従事した職員

(5) 　斎場に勤務する職員のうち直接火葬業務に従事した職員

(6) 　卸売市場の取引指導の業務に従事した職員

(7) 　交通を遮断することなく行う道路の維持修繕作業に直

接従事した職員

　重大な災害が発生した現場等での応急作業等に従事した

職員

(1) 　隔日勤務の消防吏員のうち、防火防災活動等の業務に

従事した職員

(2) 　毎日勤務の消防吏員のうち、防火防災活動等の業務に

従事した職員

　行旅死亡人又は行旅病人の取扱いに従事した職員

　生徒に対する指導等に従事した市立高等学校の教育職員

　各種主任等の職務に従事した市立高等学校の教育職員 日額教員業務連絡指導手当

3,400

日額教員特殊業務手当

消防業務手当

日額

1勤務につき

1回につき

日額

日額

1勤務につき

日額

日額

税務手当

1,100

用地交渉等手当

保健手当

日額

290

290

日額

区　　　　分

円以内

円以内

円以内

900

350

円以内

1,070

日額

1,070

290

福祉業務手当

夜間業務手当

支給実績（R6年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（R6年度）

日額

手当を受ける者の範囲種　　　別

職員１人当たり平均支給年額（R6年度決算）

手当の種類（手当数） 12

日額

危険手当

労務手当

行旅病死人処理手当

円以内200

円以内16,000

220

650

290

300

円以内

780

円以内

円以内

円以内

円以内

円以内

円以内

円以内

円以内

円以内

円以内

円以内

23.5

300

日額

支　　給　　額

円以内

日額

％

円以内

種別

千円

円

日額

360

1,600日額

34,655

86,638

日額 500

全　　職　　種

350

円以内

日額 2,160 円以内

1件につき

災害応急作業等手当
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(5)　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（R６年度決算）」と同じ年度の４月１日

　　　現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）で

　　　あり、短時間勤務職員を含みます。

(6)　その他の手当（令和７年４月１日現在）

　管理又は監督の地位にある職員の職務のうち、指定する

ものについて、その職務の級における最高の号給の給料月

額の100分の25を超えない範囲内で定める額を支給

　採用による欠員の補充が困難であると認められる職（医

師等）について、医籍登録の日等からの期間の区分に応じ

て、月額310,000円を超えない範囲内の額を支給

　扶養親族のある職員に対して下記のとおり支給

(ｱ) 配偶者・父母等 配偶者 3,000円/父母等 6,500円

　行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級

　が８級であるもの及びこれに相当するものは配偶

　者については支給対象外、父母等は3,500円

(ｲ) 子

　満15歳に達する日後の最初の４月１日から満22歳

　に達する日以後の最初の３月31日までの間にある

　子がいる場合、１人につき5,000円を加算

　自ら居住するため住宅等を借り受け、家賃等を支払って

いる職員に支給（単身赴任手当を支給される職員で、配偶

者が居住するための住宅等を借り受け、家賃等を支払って

いるもの等は２分の１相当額を支給）

(ｱ)　家賃等月額 27,000円以下

(ｲ)　家賃等月額 27,000円超61,000円未満

(ｳ)　家賃等月額 61,000円以上

(1)　通勤のため交通機関等を利用している職員

支給限度額１か月当たり

(2) 　通勤のため自動車その他の交通の用具を使用してい

る職員

　公署を異にする異動等に伴う住居移転等により、同居し

ていた配偶者と別居し、単身で生活することを常況とする

職員に月額30,000円を支給（基礎額）

　70,000円を超えない範囲内で配偶者の住居との間の交通

距離区分に応じた額を加算

　祝日法による休日等において、正規の勤務時間中に勤務

することを命ぜられた職員に対して、勤務１時間につき、

勤務１時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を

支給

　正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５時まで

の間に勤務する職員に対して、勤務１時間につき、勤務１

時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を支給

　宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務１回に

つき5,000円（消防職員の宿日直勤務にあっては6,100円）

を支給

　定時制の課程をおく市立高等学校の校長に対して、給料

月額の100分の８を乗じて得た額を支給

　市立高等学校に勤務する教育職員に対して、月額8,000円

を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて支給

　医師に対して、月額305,000円を超えない範囲内で支給

　管理職手当が支給されている職員が臨時又は緊急の必要

その他の公務の運営の必要により週休日等に勤務した場合、

その勤務１回につき10,000円を超えない範囲内で支給（勤

務に従事した時間が６時間を超える場合は加算あり）

異なる

管理職手当

手当名 との異同

職員１人当たり平均支給年額（R6年度決算）

738,472

国の制度

343

785,076

職員１人当たり平均支給年額（R5年度決算）

支給実績（R6年度決算）

支 給 実 績

367

8,652千円

149,149千円

初任給調整手
当

扶養手当

内容及び支給単価 （R6年度決算）

支給実績（R5年度決算）

同　じ

夜勤手当

通勤手当

宿日直手当

単身赴任手当

　　 31,600円(片道60㎞以上)

16,000円を控除した額を支給
住居手当

11,500円

休日勤務手当

定時制通信教
育手当

150,000円

管理職特別勤
務手当

医師手当

(家賃等－27,000円)×1/2＋11,000円

義務教育等教
員特別手当

同　じ

8,882千円

異なる

5,954千円

35,121千円 123,232円

461千円

異なる

同　じ

－

157,300円

15,345円

460,608円

2,220,528円

236,329円

657,335円

59,659円

1,488千円

63,881円

同　じ

3,844千円 768,793円

支給職員１人当たり

平均支給年額

255,046千円

－

1,488,000円

132,938千円異なる

260,908千円

198,088千円

同　じ

同　じ

28,000円

 　　 2,000円(片道2㎞以上4㎞未満)から

（R6年度決算）

297,429円
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５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

（R6年度支給割合）

月分

（R6年度支給割合）

月分

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

　給料×在職月数×４２／１００ 円 　任期毎

　給料×在職月数×３６／１００ 円 　任期毎

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）

　　　勤めた場合における退職手当の見込額です。

６　職員数の状況（会計年度任用職員除く。）

(1)　部門別職員数の状況と主な増減理由

部門別職員数は次のとおりです。

人口１万当たり職員数 人

人）

人口１万当たり職員数 人

人）

（注）１　上記の表は、定員管理調査のうち部門別職員数に計上された人数です。

　　　２　令和６年４月１日現在の職員数は、定数外職員計140人を含み、上下水道事業管理者、教育長及び

　　　　県等からの派遣職員計12人を除いています。

　　　３　令和７年４月１日現在の職員数は、定数外職員計130人を含み、上下水道事業管理者、教育長及び

　　　　県等からの派遣職員計11人を除いています。

副 議 長

副 議 長

議　　員

591

小　計

水　道

議　会

総　務

期
末
手
当

退
職
手
当

報
 
酬

議　　長

民　生

45

土　木

副 市 長

教育部門

農　水

商　工

衛　生

118

議　　長

労　働

普
通
会
計
部
門

給
 
料

1,075,000市　　長

960,000

1,180,000

866,000

区　　　　分

副 市 長

（参考）類似団体における最高／最低額

707,000

議　　員

327

64

215

71

212

1,777

7

21

△ 1

50

計

下水道

387

9

一
般
行
政
部
門

税　務

383

その他

△ 2

117

△ 1370

2,846

3.45

職　　員　　数

7

18

20

令和７年

358

18

363

欠員不補充等

課の新設等

増 減 数

5

0

機構改革

主な増減理由

△ 7

0

合　　計 2,866

機構改革

147

748,000

475,000

給　料　月　額　等

615,000

827,000678,000 584,000

513,000

696,000

3

700,000

5

585,000

21,672,000

△ 1

（各年４月１日現在　単位：人）

14,964,480

欠員不補充等

業務繁忙による体制強化・欠員補充等

（類似団体人口１万当たりの職員数

欠員不補充

（類似団体人口１万当たりの職員数

体制強化・欠員補充等

65.6

47.8

＜参考＞

79.9

機構改革

91.8

＜参考＞

欠員不補充

副 市 長

3.45

市　　長

対 前 年

令和６年

公
営
企
業
等
会
計
部
門

人

＜参考＞

欠員不補充

欠員補充

市　　長

　　区　分

98

127

2,475

99

小　計

352

578

2,496

　部　門

145

336

354

125

1,761

消防部門

13

△ 4

人口１万当たり職員数

56.916

371

△ 2

2
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(2)　年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

(3)　職員数の推移

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

271

～

39歳

32歳28歳

区　分

24歳

23歳

20歳 20歳 36歳 40歳 44歳

教育

～

区　分　

職員数
30 165

部　門

一般行政

未満

～ ～

297

35歳

～

27歳

280

以上

60歳56歳

～

1,764

380

327

1,739

240

1,771

329

～

31歳

277

令和５年

51歳43歳

302

47歳

394

増減率(%)
令和２年

328

▲ 1

325

令和３年
５年前との比較

1,781

令和４年

1,777

48歳

59歳
～

55歳

計

～～

52歳

235

38 2.21,761

令和７年

（各年４月１日現在）

増減数

56319 2,866

2,471

令和６年

376

2,496

387

327

371

378 387

2,842 2,846

2,448

370

2,866

2,475 2,496

371

2,478

384

普通会計計

公営企業等会計

総合計 2,831 2,854

383 376

2.0

▲ 13

11

▲ 0.3

▲ 3.4

48

383

336

2,872

消防

3.4

35 1.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成比

%
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７　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業・下水道事業

①　職員給与費の状況

　令和６年度決算における職員給与費の状況は、次のとおりです。

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費　水道161,522千円、下水154,679千円を含みません。

Ｂ

（注）１　職員手当には、退職手当を含みません。

　　　２　職員数は、令和７年３月31日現在の人数です。

②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和７年４月１日現在）

団体平均

（R7.4.1時点)

団体平均

（R7.4.1時点)

（注）１　「平均月収額」には、期末・勤勉手当等を含みます。

　　　２　「団体平均」とは、市町村の区分ごとの水道事業又は下水道事業の平均値です。
　　　

③　職員の手当の状況

　ア　期末手当・勤勉手当

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算　　５％～20％ ・ 役職加算　　５％～20％

（注）　（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

　イ　退職手当（令和７年４月１日現在）

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

（２％～20％加算） （２％～20％加算）

（令和６年度） （令和６年度）

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した全職員に支給された平均額であり、

　　　　「自己都合」には死亡等に伴うものを含みます。

　　　２　「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく

　　　　退職した場合を含みます。

調整率　 83.7/100 調整率　 83.7/100

その他の加算措置 その他の加算措置

2,105千円 19,737千円
１人当たり平均支給額

47.709月分

勤続３５年 39.7575月分 勤続３５年 39.7575月分 47.709月分47.709月分

勧奨・定年

勤続２５年 28.0395月分

勤続２０年 19.6695月分

33.27075月分

24.586875月分 24.586875月分

自己都合

(0.6875月分) (0.4875月分)

(1.40月分) (1.00月分)

12月期

計

(0.7125月分)

勤勉手当

６月期

期末手当

自己都合

33.27075月分28.0395月分

（支給率）

1.025月分

(1.40月分)

(0.6875月分)

6,045千円 6,023千円

高　　知　　市

524,813 円

153,784千円

高　　知　　市

円

0.4875月分

342,377

下水道事業

円 527,991 円

45.8歳 345,838 円

平均月収額

水道事業

基　本　給

給　　料 職員手当

129人 518,478千円

計

98人 367,454千円

214,988千円

Ａ

592,475千円

6,335千円

一人当たり給与費

817,331千円

める職員給与費比率

6,118千円

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ

6.8％

（参考）類似団体平均

14.6％

総費用に占める
総 費 用

R5年度の総費用に占

Ｂ／Ａ

（参考）
職員給与費

区分

水道事業 5,883,919千円 776,748千円 883,162千円

実 質 収 支

Ａ

純 損 益 又 は

職員給与費比率

Ｂ

区　分

8,803,409千円 371,237千円 572,811千円

期末・勤勉手当

6.5％下水道事業

区　　　分

15.0％

水道事業

下水道事業

344,306

職　員　数

83,865千円

71,237千円

平 均 年 齢

給　　　　与　　　　費

円

45.0歳

330,345 円 503,805

1.075月分

516,175

高知市水道事業・下水道事業

44.6歳

41.3歳

20,074千円

円

1.225月分

12月期

勤勉手当

0.5125月分

1.025月分 1.225月分

期末手当

2,472千円
１人当たり平均支給額

2.50月分

６月期

47.709月分

勤続２０年

(1.00月分)

勧奨・定年（支給率）

勤続２５年

高知市水道事業・下水道事業

最高限度 47.709月分 最高限度

19.6695月分

1.275月分

(0.7125月分)

47.709月分

1.075月分

(0.5125月分)

2.10月分計 2.50月分 2.10月分

1.275月分
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　ウ　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

　勤務時間外において、突発事故その他急を要する作業に

従事するため緊急に呼出しを受けた職員

　現地で直接停水作業に従事した職員

　毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）に規定する

毒物、劇物を使用した職員

　浄水場で勤務する職員及び水道管の計画的夜間洗浄作業

に従事する職員で正規の勤務時間内の全部又は一部が午後

10時から翌日の午前５時までの間において行われる業務に

従事した職員

　用地取得等の交渉業務に従事した職員

　下水道処理施設の各種機器の保全作業に直接従事した職

員又は雨水桝掃除作業若しくは下水管汚土搬出作業に直接

従事した職員

　重大な災害が発生した現場等での応急作業等に従事した

職員

（注）R6年度決算は、水道事業と下水道事業を合算したものです。

　エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（R6年度決算）」と同じ年度の４月

　　　　１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除

　　　　く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

　　　３　R5年度決算及びR6年度決算は水道事業と下水道事業を合算したものです。

日額 円以内2,160

72,618

薬品等取扱手当 290

1,100

円停水業務手当

支　　給　　額

日額

日額

800 円

種　　　別 手当を受ける者の範囲

職員１人当たり平均支給年額（R6年度決算）

％33.5職員全体に占める手当支給職員の割合（R6年度）

種別7

21,995 円

区　　　　分 全　　職　　種

1,672 千円支給実績（R6年度決算）

円

円

4時間以上
勤務1回に
つき

円

円

円

359

2時間未満
勤務1回に
つき

夜間特殊業務手当

650

350

410

用地交渉等手当

2時間以上
4時間未満
勤務1回に
つき

730

日額

369

71,538

円

災害応急作業等手当

職員１人当たり平均支給年額（R5年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（R6年度決算）

支給実績（R5年度決算）

日額

手当の種類（手当数）

1件につき

支給実績（R6年度決算）

非常緊急呼出手当

労務手当

500
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　オ　その他の手当（令和７年４月１日現在）

　管理又は監督の地位にある職員の職務のうち、指定する

ものについて、その職務の級における最高の号給の給料月

額の100分の25を超えない範囲内で定める額を支給

　扶養親族のある職員に対して下記のとおり支給

(ｱ) 配偶者・父母等 配偶者 3,000円/父母等 6,500円

　行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級

　が８級であるもの及びこれに相当するものは配偶

　者については支給対象外、父母等は3,500円

(ｲ) 子

　満15歳に達する日後の最初の４月１日から満22歳

　に達する日以後の最初の３月31日までの間にある

　子がいる場合、１人につき5,000円を加算

　自ら居住するため住宅等を借り受け、家賃等を支払って

いる職員に支給（単身赴任手当を支給される職員で、配偶

者が居住するための住宅等を借り受け、家賃等を支払って

いるもの等は２分の１相当額を支給）

(ｱ)　家賃等月額 27,000円以下

(ｲ)　家賃等月額 27,000円超61,000円未満

(ｳ)　家賃等月額 61,000円以上

(1) 　通勤のため交通機関等を利用している職員

(2) 　通勤のため自動車その他の交通の用具を使用してい

る職員

　祝日法による休日等において、正規の勤務時間中に勤務

することを命ぜられた職員に対して、勤務１時間につき、

勤務１時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を

支給

　正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５時まで

の間に勤務する職員に対して、勤務１時間につき、勤務１

時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を支給

　管理職手当が支給されている職員が臨時又は緊急の必要

その他の公務の運営の必要により週休日等に勤務した場合、

その勤務１回につき10,000円を超えない範囲内で支給（勤

務に従事した時間が６時間を超える場合は加算あり）

（注）R6年度決算は、水道事業と下水道事業を合算したものです。

④　職員数の推移

上　下　水　道　局 225 225 223 221

休日勤務手当

令和３年 令和４年 令和５年令和２年
区　分　

扶養手当

管理職特別勤
務手当

11,500円

令和６年

(家賃等－27,000円)×1/2＋11,000円

28,000円

夜間勤務手当

通勤手当

支給限度額１か月当たり

同　じ

　　 31,600円(片道60㎞以上)

住居手当

同　じ

同　じ

16,000円を控除した額を支給

150,000円

　　　2,000円(片道2㎞以上4㎞未満)から

一般行政

645,186円

平均支給年額

21,167円

支給職員１人当たり

26,607千円

127千円同　じ

15,584円

64,888円

246,365円

18,710千円

５年前との比較
令和７年

増減数

14,665千円

220 ▲ 5 ▲ 2.2

（R6年度決算）

133,802円

増減率(%)

（各年４月１日現在）

1,200千円

299,664円

職の制度

支 給 実 績

との異同

（R6年度決算）

17,381千円同　じ

内容及び支給単価

同　じ

手当名

222

管理職手当 同 じ

部　門

3,479千円
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第３章　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況（令和７年４月１日現在）

１　勤務時間及び週休日、休日
　勤務日　　　月曜日から金曜日まで（午前８時30分から午後５時15分まで）

　週休日　　　日曜日及び土曜日

　休　日　　　国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日～１月３日

　　※　特別の形態によって勤務する必要のある職員については、週休日等の特例を定めています。

２　休暇の種類
　職員の休暇には、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇があります。

(1)　年次有給休暇　　　１暦年20日以内（20日以内の繰越を認める）

(2)　療養休暇　　　　　公務傷病によるもの　　必要最小限の期間

　　　　　　　　　　　　一般の傷病によるもの　原則90日以内（結核性疾患は、１年以内）

(3)　特別休暇 

(1)　 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

　　　する法律（平成10年法律第 114号）による交通の

　　　制限若しくは遮断又は自宅待機等

(2) 　風水震火災その他非常災害又は交通機関の事故等

　　　による交通遮断

(3)　 風水震火災その他非常災害又は交通機関の事故等

　　　に際して職員が退勤途上における身体の危険を回

　　　避するため勤務しないことがやむを得ないと認め

　　　られるとき。

(4) 　風水震火災その他天災地変により、次のいずれか

　　　に該当する場合、その他これらに準ずる場合で、

　　　職員が勤務しないことが相当であると認められる

　　　とき。

　　　ア　職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、

　　　　当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的

　　　　に避難しているとき。

　　　イ　職員及び当該職員と同一世帯に属する者の生

　　　　活に必要な水、食料等が著しく不足している場

　　　　合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うこ

　　　　とができないとき。

(5)　 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

(6) 　裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、

　　　裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出

　　　頭

(7) 　選挙権その他公民としての権利の行使

(8)　 骨髄又は末梢(しょう)血幹細胞の提供(職員が骨髄

　　　髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の

　　　ための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録

　　　を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配

　　　偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移

　　　植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末

　　　梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供

　　　に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないこと

　　　がやむを得ないと認められる場合)

(9)　 父母、配偶者又は子の祭日

(10)　地方公務員法第39条及び第42条の規定によりあら

　　　かじめ計画された能率増進計画の実施

時間

計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

１日の範囲内でその都度最小限度必要と認める

原　　　　　因 承認を与える期間

その都度必要と認める日又は時間

その都度必要と認める日又は時間

その都度必要と認める日又は時間

１週間を超えない範囲内でその都度必要と認め

る期間

その都度必要と認める日又は時間

その都度必要と認める日又は時間

その都度必要と認める日又は時間

その都度必要と認める日又は時間
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(11)　大学通信教育面接授業出席（※） 一の年につき６週間を超えない範囲内の期間

(12)　職員の結婚（◆） 連続する７日を超えない範囲内でその都度必

要と認める期間

(13)　女子職員の生理（生理日において勤務することが 連続する２日を超えない範囲内でその都度必

　　　著しく困難である場合） 要と認める期間

(14)　職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないこ 一の年につき10日を超えない範囲内でその都度

　　　とが相当であると認められる場合 必要と認められる日又は時間

(15)　妊娠障害（妊娠中の女子職員が妊娠障害のため勤 妊娠の期間中10日を超えない範囲内でその都度

　　　務することが著しく困難である場合）（※） 必要と認める日又は時間

(16)　妊産婦の健康診断（妊娠中又は出産後１年以内の 妊娠満23週までは４週間に１回、妊娠満24週か

　　　女子職員が母子保健法（昭和40年法律第 141号） ら満35週までは２週間に１回、妊娠満36週から

　　　第10条及び第13条に規定する保健指導又は健康診 出産までは１週間に１回、産後１年まではその

　　　査を受ける場合） 間に１回（医師等の特別の指示があった場合に

は、いずれの期間についてもその指示された回

数）とし、承認できる時間は、１回につき、１

日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時

間

(17)　妊婦の通勤緩和（妊娠中の女子職員が、通勤に利 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１

　　　用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に 日を通じて１時間を超えない範囲内で各々必要

　　　重大な支障を与える程度に及ぶものであると認め と認める時間

　　　る場合）

(18)　職員の出産 出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあって

は、14週間）前の日から出産の日までの期間及

び出産の日の翌日から８週間の期間

(19)　配偶者の出産 出産の日又は出産予定日の前後２週間の期間に

おいて３日を超えない範囲内でその都度必要と

認める日又は時間

(20)　職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係 職員の配偶者の出産予定日の８週間(多胎妊娠

　　る子又は小学校就学の始期に達するまでの子（妻の の場合にあっては、14週間)前の日から当該出

　　子を含む。）を養育する職員がこれらの子の養育の 産の日以後１年を経過する日までの期間内にお

　　ため勤務しないことが相当であると認められるとき。 ける５日の範囲内でその都度必要と認める日又

は時間

(21)　生後１年６月に達しない子を育てる職員が、その １日２回、１回45分以内

　　子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場

　　合（◆、○）

(22)　職員の親族が死亡した場合 【忌引別表】に掲げる親族の区分に応じ、同表

の日数欄に掲げる日数の範囲内で必要と認める

期間

(23)　次に掲げる職員（任期を定めて採用された職員を

　　除く。）が、心身の健康の維持及び増進を図るため

　　勤務しないことが相当であると認められる場合（※）

　　ア　新たに職員として採用された日（アにおいて アの職員

　　　「採用日」という。）から起算して15年に達する 　当該達する日の属する年のいずれかの翌年

　　　職員、年齢が40歳に達する職員（当該達する日に 　(当該年に承認を与えなかった場合にあって

　　　おいて採用日から起算して５年以上の者に限る。） 　は、当該年の翌年)において連続する３日以

　　　又は年齢が40歳に達する日の翌日以後において採 　内の期間

　　　用日から起算して５年に達する職員

　　イ　新たに職員として採用された日から起算して25 イの職員

　　　年又は年齢が50歳に達する職員 　当該25年又は年齢が50歳に達する日の属する

　年のいずれかの翌年（当該年に承認を与えな

　かった場合にあっては、当該年の翌年）にお

　いて連続する５日以内の期間

原　　　　　因 承認を与える期間
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(24)　職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げ 一の年につき５日を超えない範囲内でその都度

　　る社会に貢献する活動（専ら親族に対する支援とな 必要と認める日又は時間

　　る活動を除く。）を行う場合で、その勤務しないこ

　　とが相当であると認められるとき（※）

　　ア　地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が

　　　発生した被災地又はその周辺の地域における生活

　　　関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

　　イ　障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の

　　　主として身体上若しくは精神上の障害がある者又

　　　は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必

　　　要な措置を講ずることを目的とする施設であって

　　　市長が定めるものにおける活動

　　ウ　ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは

　　　精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日

　　　常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日

　　　常生活を支援する活動

　　エ　国際交流団体又は公的団体が行う行事等におい

　　　て、通訳その他外国人を支援する活動

　　オ　地域における奉仕活動であって市長が定めるも

　　　の

(25)　中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員 一の年につき５日（中学校就学の始期に達する

　　が、その子の看護等（負傷し、又は疾病にかかったそ までの子を２人以上養育する職員にあっては、

　　の子の世話のほか、任命権者が別に定める場合をいう ７日）を超えない範囲内でその都度必要と認め

　　。）のため勤務しないことが相当であると認めれる場 る日又は時間

　　合（○）

(26)　要介護者の介護又は必要な世話を行う職員が、当 一の年につき５日（要介護者が２人以上の場合

　　該介護又は世話を行うため勤務しないことが相当で は、10日）を超えない範囲内でその都度必要と

　　あると認められる場合（○） 認める日又は時間

会計年度任用職員に対する制度相違点　※：制度対象外、◆：付与日数が異なる、○：無給

　年次有給休暇　　一暦年10日以内（20日以内の繰越を認める）

　療養休暇　　　　10日以内

【忌引別表】

日数

配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）

血族 父母 ７日

子 ７日

祖父母 ３日

孫 １日

兄弟姉妹 ３日

おじ又はおば １日

姻族 配偶者の父母又は父母の配偶者 ３日

配偶者の子又は子の配偶者 １日

配偶者の祖父母又は祖父母の配偶者 １日

配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者 １日

おじ又はおばの配偶者 １日

備考

１　生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

２　代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、父母及び子に準ずる。

３　葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

死亡した者

７日

原　　　　　因 承認を与える期間
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(4)　介護休暇　　　 　　　職員が下記の要介護者（負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間に

　　　　　　　　　　　　わたり日常生活を営むのに支障があるもの。以下同じ。）の介護をするた

　　　　　　　　　　　　め、介護を必要とする一の継続する状態ごとに、通算６か月を超えない範

　　　　　　　　　　　　囲で指定する期間内（最大３回まで分割可能）について勤務しないことが

　　　　　　　　　　　　相当であると認められる場合における休暇（無給）

　　　　　　　　　　　　　介護の対象者

　　　　　　　　　　　　　・職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

　　　　　　　　　　　　　　を含む。以下同じ。）、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟

　　　　　　　　　　　　　　姉妹

　　　　　　　　　　　　　・職員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶

　　　　　　　　　　　　　　者、配偶者の子

(5)　介護時間　　 　　　　要介護者の介護のために、連続する３年の期間内において、１日につき

　　　　　　　　　　　　始業の時刻から又は終業の時刻まで連続する２時間※（30分単位）を超え

　　　　　　　　　　　　ない範囲内で取得できる休暇（無給）

　　　　　　　　　　　　　ただし、介護休暇の指定期間内においては取得できず、給料については

　　　　　　　　　　　　時間単位で減額

　　　　　　　　　　　　　※　介護時間、部分休業及び育児時間は１日当たり合算して２時間を超

　　　　　　　　　　　　　　えない範囲で取得可能

(6)　組合休暇　 　　　　　職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務に従事する場

　　　　　　　　　　　　合に、一の年において30日を超えない範囲内で、１日又は１時間を単位と

　　　　　　　　　　　　して与える休暇（無給）

３　育児休業等

(1)　育児休業　 　　　　　職員が任命権者の承認を受けて、当該職員の三歳に満たない子（会計年

　　　　　　　　　　　　度任用職員においては１歳）を養育するため、当該子が三歳に達する日ま

　　　　　　　　　　　　で、原則２回まで休業することができるもの。

　　　　　　　　　　　　　また、上記育児休業と別に、産後育休（子の出生日から57日以内にする

　　　　　　　　　　　　育児休業）を２回まで取得することができるもの（無給）。

(2)　部分休業　　　 　　　職員が任命権者の承認を受けて、当該職員がその小学校就学の始期に達

　　　　　　　　　　　　するまでの子を養育するため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、

　　　　　　　　　　　　２時間を超えない範囲内で休業することができるもの（無給）
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第４章　職員の服務の状況

１　年次有給休暇の取得状況

２　育児休業・部分休業・介護休暇の取得状況

(1)　育児休業 【令和６年度中に新たに取得した職員数】

(2)　部分休業 【令和６年度中に新たに取得した職員数】

(3)　介護休暇 【令和６年度中に新たに取得した職員数】

令和６年平均取得日数 16.4日

2 0 0 2

1

0 3

0 1 0 0

0 1

0 0 4

（単位：人）

介護休暇承認期間

合　計
１月以下

１月を超え ２月超え

計

区　分

男性職員

女性職員

計

区　分

男性職員

女性職員

区　分

５月以下

0 0

２月以下

0

40計 1 0 3 0

３月超え ４月超え
５月超え

2 0

00

３月以下 ４月以下

0

0

0

0 0 1

女性職員 3

男性職員

0 0 3 0

0

0

0

0

0 0

0

1

合　計

10

兄弟
姉妹

（単位：人）

配偶者
配偶者
の父母

孫

要介護者（職員との続柄別）

その他父母 子 祖父母

10

90分超え
60分以下 90分以下

0 4 2 4

0 4 2 4

１日の部分休業取得時間（平均）

30分以下

（単位：人）

５年以下

４年超え

合　計

00 0 0 0

30分超え 60分超え

0

0

４年以下

0 0 2

0 2

女性職員

６月超え

１年以下

3

23

６月以下
区　分

52

1

男性職員

（単位：人）

2年6月超え
合　計

2年6月以下

育児休業承認期間

26

１年超え

55

38

1年6月以下

0

8

8 3

２年超え

0

1年6月超え

２年以下

0

3

0

0 3

（単位：人）

93

部分休業承認期間

合　計

3計

0

２年以下 ３年以下

0

５年超え

12

１年以下
１年超え ２年超え ３年超え

10

区　分

男性職員

女性職員

0

0

0

53

120 010

00 0

0

計
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３　職務専念義務免除

高知市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

　（この条例の目的）

　　第１条　この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第35条の規定に基き職務に

　　　専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

　（職務に専念する義務の免除）

　　第２条　職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承

　　　認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

　　　(1) 研修を受ける場合

　　　(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

　　　(3) 前２号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に定める場合

高知市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

　（目的）

　　第１条　この規則は、高知市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和26年条

　　　例第７号。以下「条例」という。）第２条第３号の規定に基き、職務に専念する義務の

　　　特例について定めることを目的とする。

　（職務に専念する義務の免除）

　　第２条　条例第２条第１号及び第２号に規定する場合を除くほか、職員があらかじめ任命

　　　権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務を免除されることができる場合を

　　　次のように定める。

　　　(1) 市の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

　　　(2) 当該職員の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その

　　　　職に属する事務に従事する場合

　　　(3) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体の役

　　　　員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

　　　(4) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等の委嘱を受けて講習、講

　　　　義等を行う場合

　　　(5) 国又は地方公共団体が行う当該職員の職務に関連ある試験を受ける場合

　　　(6) 地方公務員法（昭和25年法律第 261号。以下「法」という。）第46条の規定によ

　　　　り勤務条件に関する措置の要求を出し、若しくは法第49条の２の規定により不利益

　　　　処分に関し、審査の請求をし、又はこれらの審理のため公平委員会の要求を受けて

　　　　出頭する場合

　　　(7) 職員団体の代表者として法第53条第６項の規定による口頭審理に出頭する場合

　　　(8) 職員団体の代表者として法第55条第８項の規定により市の当局と交渉する場合

　　　(9) 法第55条第11項の規定により市の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出

　　　　る場合

　　　(10) 公務員を対象とするレクリエーション及び高知市が主催するレクリエーションに

 　　　　参加する場合

　　　(11) 国民体育大会、全国障害者スポーツ大会及びこれらに準じる全国規模の大会に

 　 　　 選手等として出場する場合

　　　(12) 任命権者が認める献血に協力する場合

　　　(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
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４　営利企業等従事許可

高知市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

　（趣旨）

　　第１条　この規則は、地方公務員法（昭和25年法律第 261号。以下「法」という。）第38

　　　条第１項に規定する職員の営利企業等の従事制限について、必要な事項を定めるものと

　　　する。

　（制限を受ける地位）

　　第２条　法第38条第１項に規定する規則で定める地位は、営利を目的とする私企業（以下

　　　「営利企業」という。）を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員、参

　　　与その他これらに準ずる地位とする。

　（許可の基準）

　　第３条　任命権者は、職員が法第38条第１項の許可を申出をしたときは、次の各号のいず

　　　れかに該当する場合を除いて許可することができる。

　　　(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

　　　(2) 当該営利企業又は事業若しくは事務が職員の職務又は勤務する機関と密接な関係

　　　　にあって特別な利害関係を生ずるおそれがあると認められる場合

　　　(3) 当該営利企業又は事業若しくは事務の性質上従事することが公務員として適当で

　　　　ないと認められる場合

　（許可の取消し）

　　第４条　任命権者は、前条の許可をした後において、事業内容の変更その他の事由により

　　　前条の基準に反すると認められる場合には、その許可を取り消すものとする。

　（その他）

　　第５条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

20



第５章　職員の分限及び懲戒処分の状況

１　分限処分

（令和６年度）

0 0 0

0 0 176 176

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 176 176

※心身の故障の場合における休職者数は、実休職者数。

２　懲戒処分

(1)　懲戒処分者数
（令和６年度）

戒　告 減　給 停　職 免　職 計

2 0 4 0 6

(2)　処分の事由別状況
（令和６年度）

給与・
任用に
関する
不正

一般服
務違反
関係

公務外
非行関
係

収賄等
関係

道路交
通法違
反関係

監督責
任

合計

0 3 0 0 2 1 6

区　　分

処分等の事由別状況

心身の故障の場合

勤務実績が良くない場合

合　計区　　分 降　任

懲戒処分者数

職制、定数の改廃、予算の減少に
より廃職、過員を生じた場合

刑事事件に関し起訴された場合

合　　計

区　　分

職に必要な適格性を欠く場合

免　職 休　職
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第６章　職員の研修及び人事評価の状況

１　研修の状況

　　令和６年度に実施した研修受講等の実績は下記のとおりとなります。

(1)　一般研修（階層別研修）

(2)　特別研修

延べ

実施
主体

研　　修　　名
研修期間

(日)
時間数
(H)

実施回
数(回)

延日数
(日)

延時間
数(H)

受講者
数(人)

高知市
新規採用職員研修

R6.4実施 5.0 36.0 1 5.0 36.0 97
R6.４実施
（任期付短時間職員） 3.5 16.0 1 3.5 16.0 2

32.0 11

7.5 1 1.0 7.5

R6.10実施 4.5 32.0 1 4.5

5

これからのキャリアデザイン研修 0.5 3.0 1 0.5 3.0 40

R7.１実施 1.0

こうち
人づくり
広域連合

新規採用職員研修（前期） 2.5 16.5 6 15.0

採用２年目職員研修 1.0 6.5 5

99.0 90

新規採用職員研修（後期） 1.0 5.5 6 6.0 33.0 101

5.0 32.5 81

採用３年目職員研修 1.0 6.5 6 6.0 39.0 86

75.0 80

採用５年目職員研修 2.0 12.5 6 12.0 75.0

5.5 2 2.0 11.0

73

採用10年目職員研修（採用２年目民間企業
等職務経験職員研修）

2.0 12.5 6 12.0

29

基本研修（一般） 1.0 6.0 6 6.0 36.0 172

採用15年目職員研修（採用７年目民間
企業等職務経験職員研修）

1.0

35.0 61

係長研修 1.5 10.5 4 6.0 42.0

10.0 4 6.0 40.0

61

基本研修（係長） 1.0 7.0 5 5.0

28

課長研修 1.5 10.0 3 4.5 30.0 19

課長補佐研修 1.5

1,036

実施
主体

研　　修　　名
研修期間

(日)
時間数
(H)

実施回
数(回)

1.0 6.0

合　　　計 64 100.0 642.0

14.0 52

延日数
(日)

延時間
数(H)

受講者
数(人)

高知市

人事考課研修（被考課者対象） 0.5 3.0 2

3.0 2 1.0 6.0

108

人事考課・目標管理研修 1.0 7.0 2 2.0

32

人事考課研修（調整者対象） 0.5 3.0 1 0.5 3.0 19

人事考課研修（考課者対象） 0.5

市政課題研修
0.5 1.5 2 1.0 3.0 62

（新任課長級、課長補佐級職員対象）

市政課題研修
0.5 1.5 2 1.0 3.0 71

（新任係長級職員対象）

市政課題研修
0.5 3.5 3 1.5 10.5 289

（採用４・７・12年目職員対象）

人権・コンプライアンス研修
0.5 2.5 2 1.0 5.0 79

（所属長対象）

組織マネジメント研修
1.0 7.0 2 2.0 14.0 32

（新任課長補佐級職員対象）

実践！チーム力を強化する業務改善研修 2.0 13.0 1 2.0 13.0 24

24.0

ハラスメント防止研修
1.0 6.0 1 1.0 6.0

4.0 324

16
（苦情相談員、各部局人事担当課、派遣先等）

風通しの良い職場環境づくり研修
0.5 3.0 8 4.0

1.3 5 2.5

330
(管理監督職員）

ＤＸ推進研修（課長級・課長補佐級） 0.5 1.0 4 2.0

6.5 524

接遇・マナーのスキルアップ研修 0.5 3.0 4 2.0 12.0

ＤＸ推進研修（係長級） 0.5

127

庶務・会計実務研修 2.0 9.5 1 2.0 9.5 698

実務遂行能力発展講座
2.0 10.0 1 2.0 10.0 延べ 146

※　部局推薦

防災士養成研修
2.0 14.0 1 2.0 14.0 97

（採用３年目職員対象）

防災士スキルアップ講座 0.5 2.0 2 1.0 4.0 81
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(3)　派遣研修

実施
主体

研　　修　　名
研修期間

(日)
時間数
(H)

実施回
数(回)

延日数
(日)

延時間
数(H)

受講者
数(人)

こうち
人づくり
広域連合

リスクマネジメント研修 1.0 6.0 1 1.0 6.0 3

管理職のためのメンタルヘルス研修
1.0 6.0 1 1.0 6.0 20

※　新任課長級職員必修

意識改革セミナー

良い人材を見抜く採用面接官の
心得研修 0.5 4.0 1 0.5 4.0 9

公務員の可能性は無限大∞ 0.5 4.0 1 0.5 4.0 4

6.0 3

ダイバーシティ推進研修 0.5 3.0 1 0.5 3.0

4.0 1 0.5 4.0

34

防災・減災力向上セミナー
女性の視点で考える避難所運営

1.0 6.0 1 1.0

5

ＯＪＴの進め方研修 1.0 6.0 1 1.0 6.0 21

政策づくり入門研修 0.5

コーチング研修　　
1.0 7.0 1 1.0 7.0 12

※　採用４年目民間企業等職務経験職員必修

はじめての後輩指導研修 1.0 7.0 1 1.0 7.0 2

5.0 73

住民満足度アップのための接遇研修 1.0 6.0 1 1.0 6.0

7.0 1 1.0 7.0

21

自治体法務入門研修 1.0 5.0 1 1.0

3

地方自治法研修 1.0 7.0 1 1.0 7.0 1

情報法制研修 1.0

6.5 10

基礎から学ぶ複式簿記研修 1.0 6.5 1 1.0 6.5

6.0 1 1.0 6.0

9

決算書の見方研修 1.0 6.5 1 1.0

11

滞納整理事務研修 2.0 12.0 1 2.0 12.0 3

行財政問題研究研修 1.0

4.0 8

起案文書作成基礎研修 1.0 6.0 1 1.0 6.0

5.0 1 1.0 5.0

6

議会事務局職員研修 0.5 4.0 1 0.5

4
地域力創造研修
人口減少時代の地域づくり～ＩＣＴ活用と地方創生～ 1.0 5.0 1 1.0 5.0 1

監査委員研修 1.0

パソコン集合研修
アクセス(基本編) 2.0 6.0 1 2.0 12.0 7

アクセス(応用編) 2.0 6.0 1 2.0 12.0 16

合　　　計 70 56.0 320.5 3,397

研　　修　　機　　関
４年度
(人)

５年度
(人)

６年度
(人)

自治大学校 0 1 2

国土交通大学校 0 0 0

全国建設研修センター 13 18 21

市町村職員中央研修所 12 16 16

全国市町村国際文化研修所 10 15 9

日本経営協会・高知県建設技術公社他 13 17 17

政策研究事業・自主企画研修　※事業先進都市派遣(視察) 29 20 10

政策研究共同事業 2 2 2

国・本省等派遣 4 4 5

人事交流派遣 5 4 4

合　　　計 88 97 86
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(4)　職場研修

延べ

約

　　※　「部局長と話そう！」研修

部　局　名 研　　修　　名
参加人数

(人)

議会事務局・
財務部

派遣研修

市町村職員中央研修所 5

全国市町村国際文化研修所 1

日本経営協会 2

総務部・防災対策部・
出納課・選挙管理委員
会・監査委員事務局

派遣研修

市町村職員中央研修所 4

全国市町村国際文化研修所 2

日本経営協会 6

市民協働部 派遣研修 市町村職員中央研修所 2

健康福祉部・
こども未来部

手話研修 140

令和６年度嘱託医師勉強会「精神科医からみた薬～薬の効果・依存について～」 72

令和６年度保健所災害対応研修（ＤＨＥＡＴ基礎編） 5

災害研修 676

権利擁護研修 45

公衆衛生学会 2

令和６年度嘱託医師勉強会「精神科医に聞いてみたい一問一答」 36

派遣研修
市町村職員中央研修所 3

全国市町村国際文化研修所 2

環境部

防災訓練 100

災害廃棄ワークショップ研修 28

派遣研修 環境省環境調査研修所 2

都市建設部

技術職員初任者研修 10

技術職員１年目研修 10

検査臨場研修 4

技術職員２・３年目研修 21

派遣研修

全国建設研修センター 21

日本経営協会 4

高知県建設技術公社 2

その他 30

新任職員研修 23

ＷＡＴＥＲＳ/ｅⅤａlｕｅⅤ ポータル基本研修 52

ワークショップ型現場対応力向上研修（開削工事） 10

交通安全研修 23

水道技術研修 15

労働安全研修 18

労働基準法基礎研修 37

技術職員研修（検査臨場） 5

消防局

新規採用消防職員育成研修 14

高知市消防車両等安全運行管理要綱及び高知市消防機関員任命基準に定める研修 20

派遣研修

高知県消防学校 40

市町村職員中央研修所 1

全国市町村国際文化研修所 2

教育委員会

学校給食調理員新任者研修 1

学校職員（用務員・調理員）研修 153

建設業労働災害防止協会技能講習「高所作業車」 3

行政暴力対策研修 32

図書館の活用について 10

派遣研修 全国市町村国際文化研修所 1

合　　　　　　計 1,695
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　　※　職場人権研修

　　※　職場ハラスメント防止研修

　　※　「部局長と話そう！」研修

２　人事評価の状況

　　　職員の指導育成、能力の開発、意欲の高揚を図り、公務能率の増進の目的で、人事考課を実施し、

　　その結果を昇任・人事異動に活用しています。

　○　対象職員

　　　　全職員（ただし、育児休業等で勤務実績のない職員を除く）

　○　考課基準日及び考課期間

　　　　考課基準日　12月１日

　　　　考課期間　　４月１日～翌年３月31日までの１年間

　○　考課方法

　　　　第１次・第２次考課者及び調整者の複数で行う。５段階絶対評価。

参加人
数(人)

講 師 等

部　局　名 研　修　内　容 実 施 日
参加人数

(人)
講 師 等

所　属　名 研　修　内　容 実 施 日

総務部・防災対策
部・財務部・市民協
働部・健康福祉部・
こども未来部・環境
部・商工観光部・農
林水産部・都市建設
部・上下水道局・消
防局・教育委員会

　若手・中堅職員が、日頃接することの少ない部
局長とコミュニケーションを図ることにより、職
員のモチベーション向上や自己革新力につながる
意識を高め、風通しのよい職場づくり、職場風土
の活性化を目指す。

７月～
８月

85 各部局長

全所属
「部落差別をなくする運動強調旬間」及び「人
権・平和強調旬間」の一環として、人権研修推進
員をリーダーに各職場で職場研修を実施

７月～
３月

3,422 課長相当職
（人権研修推進員）
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第７章　職員の福祉について

１　健康診断の実施

(1)　一般定期健康診断

(2)　特定業務従事者健康診断及び特殊健康診断

(3)　乳がん・子宮がん検診

２　メンタルヘルス対策

(1)　精神科医師によるメンタル相談

(2)　保健師による職場復帰に向けての支援

(3)　ストレスチェックの実施

３　健康管理事業

(1)　保健師による健康指導

(2)　産業医及び保健師による健康相談

４　労働安全衛生

(1)　高知市職員安全衛生委員会の設置・運営

(2)　産業医による職場巡視

５　高知市職員厚生会の設置

６　財産形成貯蓄の取扱い

７　技術職員・作業員への被服貸与

８　公務災害補償制度

公務災害等の認定状況

　職員の健康の保持増進を図るとともに、職場の安全を確保するため、労働安全衛生法等
に基づき、安全衛生管理体制の整備や健康診断などを実施しています。
　また、地方公務員法第42条により、元気回復その他厚生に関する事業を実施しています。

(令和６年度）
公務災害 通勤災害 計
25件 ８件 33件
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９　高知市特定事業主行動計画実施状況及び高知市における女性の活躍状況（R６年度）

（1）

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

52.7% 44.0% 50.0%

（2）

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

42.4% 39.0% 42.5%

（3）

数値目標
（Ｒ７年度末）

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

15.0% 9.3% 10.3% 12.1%

15.0% 15.3% 15.1% 11.9%

5.0% 2.5% 2.5% 2.8%

〔取組内容〕

（4）

数値目標
（Ｒ７年度末）

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

― 37.5% 37.6% 38.3%

14.0% 9.5% 15.0% 20.0%

22.0% 21.6% 20.8% 20.2%

45.0% 44.8% 41.5% 42.6%

45.0% 42.1% 43.2% 43.7%

〔取組内容〕

（5）

　　●　セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況

・　ハラスメント苦情相談職員を15名配置し、相談体制を整えるとともに、ハラスメント防止対策に努めた。

技術職員
（上下水道局）

　高知市では、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）及び女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律（平成27年法律第64号）に基づき「高知市特定事業主行動計画」を策定・実施しています。

≪職業生活における機会の提供に関する取組及び実績≫　　※会計年度任用職員を除く。

採用者に占める女性の割合

全職員

採用試験受験者に占める女性の割合

全職員

職員に占める女性職員の割合

技術職員
（一般行政職）

課長補佐級

消防吏員

　令和４年度 ・　技術系職種の女性割合の向上のため、高知県内の高校、専門学校、大学の女子生徒をインターン
 シップ生として職場で受け入れ、公務職場及び技術系職種への理解を促した。
・　技術系職種の仕事内容を具体的にイメージできるよう、採用ガイドブックに先輩職員の声を掲載し、職
 場案内を積極的に行った。
・　職業説明会において、仕事内容のほか、勤務条件や福利厚生制度に関する説明を行い、女性が働き
 やすい職場環境であることを周知した。
・　消防吏員の女性割合の向上のため、女性消防士自らが職業説明会や防災イベント等に参加し、消防
 士として活躍する姿をアピールした。

　令和５年度 ・前年度と同様

　令和６年度 ・　技術系職種の女性割合の向上のため、高知県内の高校、専門学校、大学の女子生徒をインターン
 シップ生として職場で受け入れ、公務職場及び技術系職種への理解を促した。
・　技術系職種の仕事内容を具体的にイメージできるよう、採用ガイドブックへの先輩職員の声の掲載の
 ほか、PR動画や オンライン就職セミナー等により、職場案内を積極的に行った。
・　職業説明会において、仕事内容のほか、勤務条件や福利厚生制度に関する説明を行い、女性が働き
 やすい職場環境であることを周知した。
・　消防吏員の女性割合の向上のため、女性消防士自らが各種イベント等に参加し、消防士として活躍す
 る姿をアピールした。

管理職に占める女性職員の割合及び各役職段階に占める女性職員の割合

管理職全体

部長・次長級

課長級

係長級

　令和４年度 ・　リーダー職員育成研修や自治体女性職員向け研修等へ女性職員を派遣した。
・　性別を問わず、他団体との人事交流や派遣研修への参加に努めた。

　令和５年度 ・　前年度と同様

　令和６年度 ・　前年度と同様

機会の提供に資する制度の概要

・　本市独自の研修のほか、ハラスメント防止研修やダイバーシティ推進研修、人権研修をこうち人づくり広域連合
 と連携して実施し、男女区別のない人材育成等を意識付けた。
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（1）

数値目標
（Ｒ７年度末）

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

85.0%
（２週間以上の取得）

29.4% 44.3% 84.6%

100.0% 90.7% 113.9%　※１ 100.0%

育児休業取得率＝「当年度中に新たに育児休業を取得した職員数」／「当年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」

※１　前年度中に新たに育児休業が取得可能であった職員のうち、産後休暇の後、他の休暇を取得したことによって、当年度中の育児休
　 　業取得者となった職員がいるため、100％を上回っているもの。

（2）

数値目標
（Ｒ７年度末）

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

100.0% 89.7% 86.1% 92.3%

100.0% 80.9% 75.9% 80.0%

〔取組内容〕

（3）

数値目標
（Ｒ７年度末）

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

15.0日 14.3日 16.5日 16.4日

0.0% 6.5% 3.3% 3.3%

〔取組内容〕

男性職員

≪職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する取組及び実績≫　　※会計年度任用職員を除く。

男女別の育児休業取得率

女性職員

男性職員の配偶者出産時特別休暇及び育児参加特別休暇取得率

配偶者出産時
特別休暇

育児参加
特別休暇

　令和４年度 ・　出産・育児に関する休暇や経済的措置等、関係制度の正しい知識を得られるよう、ハンドブックを庁内
 掲示し、周知を図った。
・　育児休業を取得した男性職員の名簿や育児休業体験記を庁内掲示した。

　令和５年度 ・　前年度と同様。
・　特定事業主行動計画に定める令和７年度末時点の男性職員の育児休業取得率の数値目標の引き上
 げ（１日以上の取得36.0%→２週間以上の取得85.0%）とともに、男性職員の子育て参加促進に向けた新
 たな取組の検討を行った。

　令和６年度 ・　子どもが生まれる予定の男性職員が育児に係る休暇所得予定を円滑に所属長と共有等を行うための
 ツールとして新たに「育児参加プログラムシート」を作成し、運用を開始したほか、出産・育児に関する制
 度等についての相談窓口を新設するなどの取組を行った。
・　男性に特化した育児に係る休暇のほか経済的支援などの制度をまとめた「高知市職員子育て応援ハ
 ンドブック（男性職員編）」を新たに作成したほか、育児休業を取得した男性職員の名簿及び育児休業
 体験記を庁内掲示した。

年次有給休暇の取得日数の状況

　令和６年度 ・　前年度と同様

平均取得日数

取得日５日未満の
職員の割合

　令和４年度 ・　夏季特別休暇実施の通知に併せて、計画的な年次有給休暇の取得について周知した。

　令和５年度 ・　前年度と同様
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第８章　職員の利益の保護について

１　勤務条件に関する措置の要求の状況（公平委員会）

２　不利益処分に関する審査請求の状況（公平委員会）

３　公益通報に係る相談及び問い合わせの状況

業務の状況 令和６年度

0件

令和６年度

職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する
裁決または決定すること。

0件

業務の状況

業務の状況 令和６年度

職員等からの公益通報に係る相談及び問い合わせ 0件

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の
要求を審査・判定のうえ、必要な措置をとること。
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第９章　退職管理の状況

令和６年度に高知市を離職した管理職員の再就職の状況は、次のとおりです。

※　「財団法人・社団法人」は、一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人及び公益社団法人をいう。

0人 4人

再就職先区分

1人

5人

その他

3人

-

-1人

-

-

財団法人
・社団法人

営利法人

- -

-

再就職に
係る届出の
提出者数

3人

-

-

1人

-

- -

- -

退職者数
（管理職員）

10人

1人

市 長 部 局

上 下 水 道 局

0人

1人

1人

合 計 15人

教 育 委 員 会

行 政 委 員 会

消 防 局 3人

1人
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